
７
月
５
日
、
北
朝
鮮
が
７
発
も
の
弾
道
ミ

サ
イ
ル
を
日
本
海
に
発
射
し
た
。
武
力
攻
撃

事
態
等
か
ら
国
民
を
保
護
す
る
た
め
に
平
成

‐６
年
６
月
に
成
立
し
た
国
民
保
護
法
の
施
行

以
来
初
め
て
と
な
る
緊
急
事
態
だ
。
我
が
国

や
関
係
各
国
の
事
前
の
警
告
を
振
り
切
り
強

行
さ
れ
た
こ
の
事
態
は
、
我
が
国
の
危
機
管

理
。
国
民
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
見
逃

が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

本
誌
で
は
、
こ
の
事
態
を
受
け
、
消
防
庁

初
代
国
民
保
護

・
防
災
部
長
の
重
責
を
担
わ

れ
る
小
林
恭

一
部
長
に
、
政
府
及
び
消
防
庁

の
対
応

。
今
後
の
危
機
管
理
対
策
等
に
つ
い

て
、
緊
急
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

（※
本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
小
林
部
長
が
現

職
時
の
７
月
１２
日
に
行
っ
た
も
の
で
す
。）

●
小
林
恭

一
前
消
防
庁
国
民
保
護

・
防
災

部
長
の
略
歴

昭
和
２３

・
９

・
５
生
ま
れ
、
千
葉
県
出

身
、
東
大
工
卒
。
昭
和
４８

・
４
建
設
省
入

省
、
５３

・
８
同
建
築
指
導
課
係
長
、
５５

・

４
自
治
省
消
防
庁
予
防
救
急
課
補
佐
、
６２

・
８
東
京
消
防
庁
指
導
課
長
、
平
成
２

・

４
自
治
省
消
防
庁
予
防
課
違
反
処
理
指
導

官
、
３

・
４
同
危
険
物
規
制
課
危
険
物
判

定
指
導
官
、
４

・
Ｈ
危
険
物
保
安
技
術
協

会
業
務
企
画
部
長
兼
タ
ン
ク
審
査
部
長
、

５

・
７
自
治
省
消
防
庁
特
殊
災
害
室
長
、

８

・
８
同
危
険
物
規
制
課
長
、
１２

・
４
静

岡
県
総
務
部
防
災
局
技
監
、
１４

・
４
総
務

省
消
防
庁
予
防
課
長
、
１７

・
８
総
務
省
消

防
庁
初
代
国
民
保
護

・
防
災
部
長
に
就
任
、

‐８

・
７
・
２‐
退
官
。

本
誌
　
７
月
５
日
、
つ
い
に
北
朝
鮮
が
弾
道

ミ
サ
イ
ル
を
発
射
す
る
と
い
う
緊
急
事
態
が

発
生
し
ま
し
た
。
我
が
国
を
含
む
関
係
各
国

の
事
前
の
警
告
を
振
り
切
り
７
発
も
の
ミ
サ

イ
ル
が
日
を
お
か
ず
し
て
発
射
さ
れ
た
こ
と

は
、
我
が
国
の
安
全
及
び
国
際
社
会
の
平
和

と
い
う
観
点
か
ら
も
誠
に
重
大
な
事
態
で
、

怒
り
を
覚
え
ま
す
。

ま
ず
、
本
事
態
に
対
す
る
政
府
及
び
消
防

庁
の
対
応
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

政
府
及
び
消
防
庁
の

対
応
に
つ
い
て

小
林
恭

一
消
防
庁
国
民
保
護

・
防
災
部
長

７
月
５
日
の
３
時
３０
分
頃
、
４
時
頃
、
５

時
頃
、
７
時
１０
分
頃
、
７
時
３０
分
頃
、
８
時

２。
分
頃
、
そ
し
て
、
１７
時
２。
分
頃
の
計
７
回

に
渡
り
、
北
朝
鮮
か
ら
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
日

本
海
に
向
け
発
射
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
安
倍
官
房
長
官
は
、
「今

回
、
我
が
国
を
含
む
関
係
各
国
に
よ
る
事
前

の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
射
を
強
行
し
た

こ
と
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
や
国
際
社
会

の
平
和
と
安
定
、
さ
ら
に
は
大
量
破
壊
兵
器

の
不
拡
散
と
い
う
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
で

あ
り
、
船
舶

・
航
空
機
の
航
行
の
安
全
に
関

す
る
国
際
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
朝
平
壌
宣
言
に
あ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
に
も
反
す
る
疑
い
が
強
い
行
為
で

あ
る
。」
と
の
声
明
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

政
府
は
、
北
朝
鮮
か
ら
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
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別添

北朝鮮による飛翔体発射を受けての日本政府の当面の対応

平成18年7月 5日

今般の北朝鮮による弾道ミサイル又は飛翔体発射に対し、日本政府として毅然と

した厳しい対応をとる必要があり、具体的に以下の措置をとることを決定した。

1.対 北朝鮮措置

(1)引 き続きあらゆるレベルで北朝鮮側に遺憾の意を伝えて厳重抗議すると同時
に、再び行わないことを申し入れ、ミサイルの開発中止、廃棄、輸出停止を

求める。また、北朝鮮がミサイル発射モラトリアムを改めて確認し、それに

従った行動をとると同時に、六者会合へ早期かつ無条件に復帰することを強

く求める。

(2)万 景峰92号の入港を禁止した。
(3)北 朝鮮当局の職員の入国は原則として認めないこととし、その他の北朝鮮か

らの入国についても、その審査をより厳格に行うこととする。また、北朝鮮

船籍の船舶が我が国港湾に入港する場合であっても、その乗員等の上陸につ

いては、原則として認めない。

←)在 日の北朝鮮当局の職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認

めない。

(5)我 が国国家公務員の渡航を原則として見合わせると同時に、我が国からの北

朝鮮への渡航自粛を要請する。
(6)我 が国と北朝鮮との間の航空チャーター便については、我が国への乗り入れ

を認めない。

(7)北 朝鮮に関するミサイル及び核兵器等の不拡散のための輸出管理に係る措置
を引き続き厳格にとっていく。

(8)北 朝鮮による不法行為等に関し、厳格な法執行を引き続き実施する。
(9)北 朝鮮の対応を含めた今後の動向を見つつ、更なる措置につき検討する。

2.国 際社会における連携

(1)日 米間のハイレベルを含めあらゆるレベルで調整 ・情報交換など緊密な連携
をとる。

(2)国 連安全保障理事会等において然るべき対処がなされるよう必要な働きかけ

を行う。

(3)六者会合関係国間、G8首 脳その他のあらゆる機会を活用して、調整 。情報
交換を行う。

発
射
を
覚
知
す
る
と
、
速
や
か
に
安
全
保
障

会
議
を
開
催
し
、
万
景
峰
９２
号
の
日
本
へ
の

入
港
禁
止
措
置
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
国

際
社
会
に
日
本
政
府
と
し
て
の
対
応
策
を
発

表
し
ま
し
た

（別
添
参
照
）。

消
防
庁
は
、
当
日
早
朝
の
０４
時
３。
分
過
ぎ

に

「北
朝
鮮
か
ら
弾
道
ミ
サ
イ
ル
ま
た
は
何

ら
か
の
飛
翔
体
が
発
射
さ
れ
た
模
様
」
と
の

情
報
を
得
て
、
直
ち
に
内
閣
情
報
集
約
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
情
報
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

応
急
対
策
室
及
び
国
民
保
護
室

・
運
用
室
の

職
員
を
参
集
さ
せ
、
情
報
連
絡
室
を
設
置
し

て
情
報
収
集
や
問
い
合
わ
せ
対
応
を
行
い
ま

し
た
。
私
も
、
５
時
過
ぎ
に
は
登
庁
し
て
、

対
応
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
内
閣
官
房
か
ら
の
指
示
に
従
い
、

情
報
が
あ
る
程
度
確
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

行
わ
れ
た
０６
時
１８
分
か
ら
の
安
倍
官
房
長
官

の
声
明
を
待
っ
て
、
０６
時
３０
分
全
都
道
府
県

に
対
し
消
防
防
災
無
線
の
一
斉
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ

り
、
「北
朝
鮮
か
ら
何
ら
か
の
飛
翔
体
が
発

射
さ
れ
た
模
様
」
と
の
情
報
を
伝
達
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

地
方
公
共
団
体
の
対
応
に
つ
い
て

本
誌
　
地
方
公
共
団
体
、
特
に
ミ
サ
イ
ル
が

落
下
し
た
日
本
海
側
の
地
方
団
体
の
対
応
に

つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

小
林
　
今
回
は
、
「北
朝
鮮
が
発
射
し
た
弾

道
ミ
サ
イ
ル
が
日
本
海
に
落
下
し
た
」
と
の

情
報
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
海
に
漁
な
ど
で

出
航
し
て
い
る
住
民
を
抱
え
る
地
方
団
体
の

心
配
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察

し
ま
す
。

日
本
海
側
の
県
で
は
、
私
ど
も
に
連
絡
が

あ
っ
た
だ
け
で
も
、
鳥
取
、
福
井
、
新
潟
県

な
ど
が
早
い
段
階
か
ら
独
自
の
判
断
で
国
民

保
護
計
画
に
基
づ
く
体
制
を
と
つ
て
対
応
し

て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
全
般
の
対
応
と

し
て
も
、
今
年
３
月
に
全
都
道
府
県
で
国
民

保
護
計
画
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
日

本
海
側
に
限
ら
ず
迅
速
な
対
応
を
し
た
地
方

団
体
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

住
民
に
対
す
る
警
報
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
は
？

本
誌
　
今
回
の
事
態
で
は
、
幸
い
に
も
我
が

国
に
人
的

・
物
的
被
害
は
出
な
か
っ
た
わ
け

で
す
が
、
国
民
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
住
民

に
対
し
て
何
ら
か
の
警
報
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

は
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

小
林
　
国
民
保
護
法
で
は
、
政
府
の
対
策
本

部
長

（内
閣
総
理
大
臣
）
は
武
力
攻
撃
か
ら

国
民
を
保
護
す
る
た
め
、
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
は
警
報
を
発
令
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
警
報
は
、

消
防
庁
を
経
由
し
都
道
府
県
、
市
町
村
か
ら
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全国瞬時警報システム (J―ALERT)の 概念図

防災行政無線

住
民
へ
伝
達
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。今

回
の
事
態
に
お
い
て
は
、
国
か
ら
の
警

報
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
例
え
ば
警
報
を
瞬
時
に
住
民
に
伝
達

す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム

０
‐＞
ｒ
Ｕ
”
↓
¨
後
述
）
の
実
証
実
験

が
平
成
１７
年
度
に
お
い
て
全
国
３．
団
体
で
実

施
さ
れ
た
こ
と
や
、
国
民
保
護
サ
イ
レ
ン
が

昨
年
７
月
に
制
定
さ
れ
地
方
公
共
団
体
に
通

知
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
警
報
を
迅
速
に

伝
達
す
る
た
め
の
体
制
整
備
は
着
々
と
進
ん

で
い
ま
す
。

今
後
の
対
策
の
強
化
に
つ
い
て

本
誌
　
今
回
の
事
態
を
受
け
て
、
政
府
及
び

消
防
庁
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
対
す
る
対
策
が

強
化
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

小
林
　
７
月
６
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
安
全

保
障
委
員
会
の
開
会
中
審
査
に
お
い
て
、
防

衛
庁
長
官
か
ら
、
「他
国
が
発
射
し
た
弾
道

ミ
サ
イ
ル
を
探
知

・
迎
撃
す
る
ミ
サ
イ
ル
防

衛

（Ｍ
Ｄ
）
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
前
倒
し
す

る
」
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
消
防
庁
に
お
い
て
は
、
発
令
さ
れ

た
警
報
を
迅
速
に
住
民
ま
で
伝
達
す
る
手
段

の
１
つ
と
し
て
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

９
＞
Ｆ
ｕ
”
↓
）
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
津
波
警
報
、
緊
急
地

震
速
報
、
緊
急
火
山
情
報
、
そ
し
て
弾
道
ミ

サ
イ
ル
攻
撃
等
と
い
っ
た
対
処
に
時
間
的
余

裕
の
な
い
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
人
工

衛
星
を
用
い
て
情
報
を
送
信
し
、
市
町
村
の

同
報
系
防
災
行
政
無
線
を
自
動
起
動
す
る
こ

と
に
よ
り
、
住
民
に
緊
急
情
報
を
瞬
時
に
伝

達
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
国
か
ら
住
民

ま
で
直
接
の
瞬
時
情
報
伝
達
と
い
う
画
期
的

な
仕
組
み
で
あ
り
、
地
方
団
体
の
危
機
管
理

能
力
が
格
段
に
高
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。

市
町
村
国
民
保
護
計
画
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

本
誌
　
と
こ
ろ
で
、
平
成
１８
年
度
中
に
市
町

村
国
民
保
護
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
現
在
の
市
町
村
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
お
教
え
願
い
ま
す
。

小
林
　
各
市
町
村
の
国
民
保
護
計
画
は
、
「国

民
保
護
協
議
会
設
置
条
例
の
制
定
」
、
「国
民

保
護
協
議
会
の
開
催
」
、
「国
民
保
護
計
画
の

知
事
へ
の
協
議
」
等
の
手
続
き
を
経
て
計
画

が
完
成
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

平
成
１８
年
６
月
２０
日
現
在
で
、
国
民
保
護

協
議
会
設
置
条
例
を
制
定
し
た
市
町
村
は
、

特
別
区
を
含
む
１
、
８
４
３
市
町
村
の
う
ち
、

１
、
５
０
０
市
町
村

（約
８．
．
４
％
）
に
登

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
民
保
護
協
議
会
は
、

こ
れ
ま
で
２
３
０
の
市
町
村
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

と
り
わ
け
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
で

は
、
国
民
保
護
協
議
会
設
置
条
例
の
制
定
を

全
市
が
済
ま
せ
て
お
り
、
国
民
保
護
協
議
会

に
つ
い
て
も
そ
の
多
数
の
市
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
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ま
た
、
既
に
国
民
保
護
計
画
を
完
成
し
た

市
町
村
は
、
鳥
取
県
の
境
港
市
、
三
朝
町
、

智
頭
町
、
日
高
町
、
日
南
町
の
５
市
町
が
あ

り
ま
す
。

消
防
庁
と
し
て
は
、
今
後
と
も
市
町
村
に

お
い
て
国
民
保
護
計
画
の
作
成
が
円
滑
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
各
都
道
府
県
の
研
修
会
等
に

職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
す
る
な
ど
、
積
極

的
に
支
援
し
て
行
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

特
別
高
度
救
助
隊

上
昌
度
救
助
隊

の
設
置
状
況
に
つ
い
て

本
誌
　
消
防
庁
で
は
平
成
１８
年
度
中
に
、
大

規
模
災
害
や
テ
ロ
災
害
に
備
え
た
特
別
高
度

救
助
隊
及
び
高
度
救
助
隊
を
創
設
し
、
政
令

市

。
中
核
市
等
に
配
備
す
る
と
い
う
計
画
を

立
て
ら
れ
、
さ
る
３
月
に
は

「救
助
隊
の
編

成
、
装
備
及
び
配
置
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」

も
改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
、
全
国
の
特

別
高
度
救
助
隊

・
高
度
救
助
隊
の
設
置
も
し

く
は
準
備
は
ど
ん
な
状
況
で
し
ょ
う
か
？

小
林
　
消
防
庁
で
は
、
「特
別
高
度
救
助
隊
」

は
東
京
都
及
び
政
令
市
に
、
「高
度
救
助
隊
」

は
政
令
市
と
中
核
市
及
び
こ
れ
ら
の
市
の
な

い
県
の
代
表
消
防
本
部
に
、
整
備
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

「特
別
高
度
救
助
隊
」
に
つ
い
て
は
、
東

京
消
防
庁
の
ハ
イ
パ
ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
を
初

め
、
名
古
屋
市
消
防
局
の

「
ハ
イ
パ
ー
レ
ス

キ
ュ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
」
、
京
都
市
消
防
局

の

「
ス
ー
パ
ー
コ
マ
ン
ド
レ
ス
キ
ュ
ー
チ
ー

ム
」
、
神
戸
市
消
防
局
の

「
ス
ー
パ
ー
イ
ー

グ
ル
こ
う
べ
」
な
ど
１６
隊
が
既
に
運
用
を
開

始
し
て
お
り
、
ま
た

「高
度
救
助
隊
」
に
つ

ぃ
て
も
５．
隊
が
整
備
済
み
で
す
。

「高
度
救
助
隊
」
は
、
画
像
探
索
機
、
地

中
音
響
探
知
機
、
熱
画
像
直
視
装
置
、
夜
間

用
暗
視
装
置
、
地
震
警
報
器
な
ど
を
備
え
、

「特
別
高
度
救
助
隊
」
は
こ
れ
ら
の
他
に
電

磁
波
探
査
装
置
、
水
中
探
査
装
置
、
二
酸
化

炭
素
探
査
装
置
な
ど
を
加
え
た
装
備
を
有
し

て
お
り
、
隊
員
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
装

置
を
使
い
こ
な
す
知
識
と
技
術
を
兼
ね
備
え

た
選
り
す
ぐ
り
の
救
助
隊
員
で
す
。

本
年
度
予
算
で
整
備
す
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
カ

ッ
タ
ー
と
大
型
ブ
ロ
ア
ー
に
つ
い
て
は
、
今

回
初
め
て
消
防
機
関
に
導
入
す
る
も
の
で
す

か
ら
、
ま
ず
、
消
防
大
学
校
に
配
備
し
、
新

設
さ
れ
る
特
別
高
度
救
助
隊
の
教
育
課
程
で
、

習
熟
訓
練
等
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
地
域
バ

ラ
ン
ス
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
配
置
先
を
検

討
し
て
、
来
年
度
以
降
に
特
別
高
度
救
助
隊

の
配
置
消
防
本
部
に
整
備
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

地
震
警
報
器
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
メ
ニ

ュ
ー
に
追
加
し
て
、
整
備
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

万

一
の
場
合
、
消
防
職
・
団
員
は

ど
う
あ
る
べ
き
か

本
誌
　
最
後
に
、
今
後
、
危
機
管
理

。
国
民

保
護
と
い
う
観
点
か
ら
消
防
職

・
団
員
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
お
示
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

小
林
　
国
民
保
護
法
に
お
い
て
は
、
消
防
は
、

武
器
を
持

っ
た
相
手
と
直
接
対
峙
す
る
役
割

で
は
な
く
、
万

一
の
場
合
に
、
国
民
を
武
力

攻
撃
に
起
因
す
る
災
害
か
ら
守
っ
た
り
、
避

難
住
民
を
誘
導
す
る
こ
と
な
ど
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
こ
れ
を
消
火
し

た
り
、
瓦
礫
の
中
か
ら
住
民
を
救
出
し
た
り

す
る
こ
と
は
、
そ
の
原
因
が
普
通
の
火
災
や

地
震
等
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
武
力
攻

撃
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
消
防
の
当
然

の
責
務
で
す
。
ま
た
、
武
力
攻
撃
事
態
等
の

際
に
、
住
民
を
危
険
な
地
域
や
危
険
が
予
想

さ
れ
る
地
域
か
ら
安
全
な
地
域
に
避
難
さ
せ

る
こ
と
も
、
市
町
村
職
員

（消
防
職
員
は
、

当
然
に
そ
の
中
心
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い

る
）
や
消
防
団
の
役
割
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
自
然
災
害
と
異
な
り
、
武
力
攻

撃
等
に
よ
る
災
害
は
、
人
間
の
悪
意
あ
る
意

図
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、

消
防
職

・
団
員
の
方
々
は
、
活
動
に
あ
た
っ

て
、
住
民
の
安
全
確
保
と
と
も
に
自
ら
の
安

全
確
保
に
つ
い
て
も
、
特
別
の
配
慮
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

消
防
庁
が
今
年
１
月
に
お
示
し
し
た
市
町

村
向
け
の
国
民
保
護
モ
デ
ル
計
画
で
は
、
そ

の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
現
地
調
整
所
を
活

用
し
、
警
察
や
自
衛
隊
と
の
連
携
を
強
化
し

て
、
武
力
攻
撃
を
仕
掛
け
て
く
る
組
織
や
テ

ロ
リ
ス
ト
等
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
、
自

ら
の
安
全
に
配
慮
し
つ
つ
、
住
民
を
守
る
た

め
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て

い
ま
す
。

国
民
保
護
に
お
け
る
消
防
の
活
動
は
、
結

局
は
平
素
の
防
災

・
消
防
活
動
が
基
本
で
す
。

万

一
の
場
合
の
消
防
の
役
割
等
に
つ
い
て
、

消
防
と
し
て
自
主
的
に
国
民
保
護
計
画
の
中

で
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
装

備

・
体
制
の
整
備
や
訓
練
等
を
着
実
に
行
う

こ
と
に
よ
り
、
通
常
の
業
務
を
的
確
に
遂
行

す
る
態
勢
を
整
え
て
、
武
力
攻
撃
災
害
な
ど

に
際
し
て

「住
民
を
守
っ
て
く
れ
る
消
防
」

と
い
う
国
民
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
努
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
考
え

て
い
ま
す
。

本
誌
　
本
日
は
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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